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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
の
新
建
物
へ
の
移
転
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
は
、
行
財
政
改
革
か
ら
除
外
さ
れ
た
聖
域
か
。

二

二
〇
〇
七
年
一
月
三
十
日
付
産
経
新
聞
は
、
「
日
本
の
在
露
新
大
使
館
完
成

公
邸
移
転
で
き
ず

二
カ
所
分
散
、
肥
大

化
批
判
も
」
と
の
見
出
し
で
、

「
総
工
費
約
百
億
円
を
か
け
、
一
流
ホ
テ
ル
並
み
の
豪
華
大
使
館
な
ど
と
批
判
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
の
日
本
大
使
館
新
庁
舎

が
こ
の
ほ
ど
完
成
、
今
春
に
は
引
っ
越
す
予
定
だ
。
た
だ
、
新
大
使
館
移
転
後
も
、
ロ
シ
ア
側
に
返
還
す
る
は
ず
だ
っ
た
現

大
使
館
用
地
は
継
続
使
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
モ
ス
ク
ワ
の
日
本
人
社
会
で
は
、
『
移
転
と
は
名
ば
か
り
の
大
幅
拡
張
で
は

な
い
か
』
と
疑
問
視
す
る
声
も
あ
が
っ
て
い
る
。

新
し
い
日
本
大
使
館
は
、
モ
ス
ク
ワ
中
心
部
を
め
ぐ
る
サ
ド
ー
ボ
エ
環
状
線
の
北
、
グ
ロ
ホ
リ
ス
キ
ー
通
り
に
あ
り
、
二

〇
〇
二
年
一
月
に
着
工
し
、
昨
年
末
に
完
成
し
た
。
地
上
五
階
建
て
で
、
敷
地
面
積
は
一
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
、
延
べ
床

面
積
は
現
大
使
館
の
約
四
倍
に
あ
た
る
一
万
六
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
『
在
外
公
館
で
は
三
、
四
番
目
』
の
広
さ
と
な

る
。日

ソ
国
交
回
復
の
翌
一
九
五
七
年
以
来
使
用
し
て
き
た
現
大
使
館
が
『
手
狭
に
な
っ
た
う
え
老
朽
化
し
た
』
と
し
て
新
築

一



移
転
を
計
画
。
し
か
し
、
機
密
費
問
題
な
ど
一
連
の
外
務
省
不
祥
事
で
国
民
の
批
判
を
受
け
、
『
厚
生
施
設
』
と
し
て
設
置

を
予
定
し
て
い
た
地
下
プ
ー
ル
（
全
長
十
七
メ
ー
ト
ル
）
や
サ
ウ
ナ
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
な
ど
と
い
っ
た
豪

華
設
備
の
建
設
は
中
止
さ
れ
た
。
現
在
、
内
装
の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
今
年
三
月
中
旬
に
は
、
大
使
館
と

領
事
館
が
引
っ
越
し
を
行
い
順
次
業
務
を
開
始
す
る
予
定
だ
。

し
か
し
、
最
終
段
階
で
新
た
な
問
題
が
浮
上
し
た
。
大
使
館
に
隣
接
す
る
大
使
公
邸
に
つ
い
て
、
新
大
使
館
と
は
別
の
場

所
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

大
使
館
側
の
説
明
に
よ
る
と
、
当
初
計
画
で
は
大
使
公
邸
は
新
大
使
館
と
別
の
場
所
に
移
転
し
、
現
大
使
館
が
空
き
家
と

な
っ
た
後
で
、
一
緒
に
ロ
シ
ア
側
に
返
還
す
る
予
定
だ
っ
た
。
し
か
し
、
バ
ブ
ル
に
よ
る
不
動
産
価
格
高
騰
の
た
め
、
モ
ス

ク
ワ
市
内
で
公
邸
に
ふ
さ
わ
し
い
別
の
物
件
が
見
つ
か
ら
ず
、
最
終
的
に
居
残
り
を
決
め
た
と
い
う
。

し
か
し
、
不
動
産
バ
ブ
ル
の
中
で
大
使
公
邸
を
移
転
先
の
新
大
使
館
内
に
造
ら
ず
に
別
の
物
件
を
探
そ
う
と
し
た
こ
と
自

体
、
見
通
し
が
甘
い
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
公
邸
を
残
し
た
こ
と
で
、
使
わ
な
く
な
っ
た
現
大
使
館

ま
で
、
継
続
し
て
借
り
続
け
る
は
め
に
。
『
公
邸
と
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
建
物
を
身
元
不
明
の
人
物
や
団
体
に
貸
さ
れ
て
も

困
る
し
、
気
持
ち
の
い
い
も
の
で
は
な
い
』
（
斎
藤
泰
雄
・
駐
露
大
使
）
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
。

二



大
使
館
側
は
昨
年
度
、
ロ
シ
ア
側
に
旧
庁
舎
と
大
使
公
邸
の
賃
貸
料
と
し
て
年
額
六
十
万
五
千
ド
ル
（
約
七
千
三
百
五
十

万
円
）
を
支
払
っ
た
。
今
後
の
家
賃
な
ど
の
条
件
は
交
渉
中
だ
が
、
旧
大
使
館
の
使
い
道
も
決
ま
ら
な
い
ま
ま
だ
。

大
使
館
側
は
『
最
善
の
方
策
を
検
討
し
た
結
果
だ
』
と
説
明
し
て
い
る
が
、
北
方
領
土
問
題
な
ど
日
露
関
係
が
進
展
し
な

い
中
、
大
使
館
の
建
物
や
予
算
ば
か
り
が
肥
大
化
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
は
免
れ
そ
う
も
な
い
。
」

と
報
じ
て
い
る
こ
と
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

外
務
省
は
「
大
使
館
」
が
新
建
物
に
移
転
後
も
「
大
使
館
」
の
現
建
物
の
用
地
と
施
設
を
継
続
使
用
す
る
こ
と
を
い
つ
決

定
し
た
か
。

四

「
大
使
館
」
の
新
建
物
の
土
地
使
用
料
は
月
額
い
く
ら
か
。
そ
の
邦
貨
換
算
額
は
い
く
ら
に
な
る
か
。

五

「
大
使
館
」
が
新
建
物
に
移
転
し
た
後
、
「
大
使
館
」
の
現
建
物
の
用
地
と
施
設
の
継
続
使
用
料
は
月
額
い
く
ら
か
。
そ

の
邦
貨
換
算
額
は
い
く
ら
に
な
る
か
。

六

「
大
使
館
」
の
床
面
積
の
広
さ
は
、
我
が
国
の
在
外
公
館
中
何
番
目
に
あ
た
る
か
。

七

斎
藤
泰
雄
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
特
命
全
権
大
使
（
以
下
、
「
斎
藤
大
使
」
と
い
う
。
）
が
産
経
新
聞
に
対
し
て
、
「
公

邸
と
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
建
物
を
身
元
不
明
の
人
物
や
団
体
に
貸
さ
れ
て
も
困
る
し
、
気
持
ち
の
い
い
も
の
で
は
な
い
」
と

三



述
べ
た
事
実
が
あ
る
か
。

八

現
在
の
「
大
使
館
」
建
物
は
ロ
シ
ア
の
い
か
な
る
団
体
が
管
理
し
て
い
る
か
。

九

八
の
団
体
が
、
大
使
公
邸
と
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
建
物
を
身
元
不
明
の
人
物
や
団
体
に
貸
す
可
能
性
が
あ
る
の
か
。
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

外
務
省
と
し
て
は
七
の
「
斎
藤
大
使
」
の
発
言
が
社
会
通
念
上
適
切
と
判
断
す
る
か
。

十
一

「
斎
藤
大
使
」
は
日
本
国
民
全
体
の
奉
仕
者
か
。

十
二

ロ
シ
ア
連
邦
で
勤
務
す
る
日
本
の
外
交
官
に
ロ
シ
ア
語
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
か
。

十
三

「
斎
藤
大
使
」
は
職
務
遂
行
に
十
分
な
ロ
シ
ア
語
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
か
。

十
四

「
斎
藤
大
使
」
が
着
任
以
降
、
大
使
公
邸
で
ロ
シ
ア
人
を
招
い
て
行
っ
た
接
宴
の
回
数
を
月
毎
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

十
五

「
斎
藤
大
使
」
は
、
職
務
遂
行
に
十
分
な
人
脈
を
ク
レ
ム
リ
ン
（
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
府
）
に
有
し
て
い
る
か
。

十
六

二
〇
〇
二
年
、
当
時
外
務
省
欧
州
局
長
を
つ
と
め
て
い
た
「
斎
藤
大
使
」
が
東
京
地
方
検
察
庁
か
ら
事
情
聴
取
を
受
け

た
事
実
が
あ
る
か
。

四



十
七

財
務
省
は
「
大
使
館
」
が
新
建
物
に
移
転
し
た
後
も
、
現
在
の
現
「
大
使
館
」
の
用
地
と
施
設
を
継
続
使
用
す
る
こ
と

が
適
切
と
考
え
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

五


